
別紙１ 危険ブロック塀の応急撤去及び設置の流れ
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「撤去前、撤去後、設置後の
写真（様式２－２）」等を添付

請求書の提出

請求書の確認、支払い

※対象費用のうち、
１世帯あたりの限度額を
超える部分については、
被災者が負担する。
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